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(
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規

則

青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
七
号

青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
号)

は
、
廃
止
す

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
廃
止
前
の
青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
し

付
け
ら
れ
た
農
業
改
良
資
金
及
び
同
日
前
に
廃
止
前
の
青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
借
入
申
込
書
等
を
提
出
し
た
も
の
に
対
し
て
同
日
以
後
に
行
わ
れ
る
農
業

改
良
資
金
の
貸
付
け(

貸
付
け
の
決
定
及
び
貸
付
け
し
な
い
旨
の
決
定
を
含
む
。)

に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
診
療
所
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

公
立
金
木
病
院

五
所
川
原
市
金
木
町
菅
原
一
九

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
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�
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青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

平
成
二
十
二
年
度
青
森
県
県
民
健
康
・
栄
養
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計

調
査
条
例

(
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

青
森
県
民
の
食
生
活
や
健
康
状
態
、
健
康
に
関
す
る
意
識
等
を
把
握
し
て
、
保
健
・
医
療
施
策

の
基
礎
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
青
森
県
健
康
増
進
計
画

｢

健
康
あ
お
も

り
21｣

の
最
終
評
価
の
た
め
、
現
状
値
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
在
住
の
満
一
歳
以
上
の
住
民

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

�

栄
養
摂
取
状
況
調
査

(

世
帯
状
況
、
食
事
状
況
、
食
物
摂
取
状
況)

�

身
体
状
況
調
査

(

身
長
、
体
重
、
腹
囲
、
血
圧
、
血
液
検
査
、
歩
行
数)

�

歯
科
疾
患
実
態
調
査

(

現
在
歯
数
、
歯
肉
の
状
況)

�

生
活
習
慣
調
査

(

生
活
習
慣
に
関
す
る
状
況
や
意
識)

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
か
ら
同
年
十
一
月
の
任
意
の
平

日
一
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

平
成
十
七
年
国
勢
調
査
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
青
森
県
内
の
調
査
区
番
号
か
ら
層
化
無
作
為
抽
出

し
た
十
二
地
区
内
の
約
四
百
八
十
世
帯
及
び
当
該
世
帯
の
一
歳
以
上
の
世
帯
員
約
千
四
百
四
十
人

と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
は
項
目
に
よ
り
、
調
査
員
が
世
帯
訪
問
に
よ
り
調
査
票
を
配
布
、
留
め
置
き
に
よ
り
報
告

者
が
記
入
し
、
回
収
時
、
調
査
員
が
内
容
を
確
認
す
る
方
法
と
、
調
査
会
場
を
設
け
、
調
査
員
が

計
測
や
口
腔
診
査
、
血
液
検
査
等
を
行
う
方
法
に
よ
り
行
う
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成22年９月29日 水曜日 第3295号 �

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
Ｎ

Ｅ
Ｏ

五
所
川
原
市
大
字

豊
成
字
田
子
ノ
浦

三
の
三
五

訪
問
介
護

訪
問
介
護
あ

つ
き

五
所
川
原
市
大
字

豊
成
字
田
子
ノ
浦

三
の
三
五

平
成

��

･

�･

�	

株
式
会
社
ま

ご
こ
ろ

五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
四
九

の
一
九

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

ま
ご
こ
ろ

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
藤
巻
四

七
八
の
一
七

��

･

�･
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
Ｎ

Ｅ
Ｏ

五
所
川
原
市
大
字

豊
成
字
田
子
ノ
浦

三
の
三
五

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
あ

つ
き

五
所
川
原
市
大
字

豊
成
字
田
子
ノ
浦

三
の
三
五

平
成
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青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
雨
池
一
一
の
二
二
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

公

告

平
成
二
十
一
年
度
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
災
害
共
済
事
業
経
営
状
況
の
公
表

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
の
災
害
共
済
事
業
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
次
の

と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

建
物
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
収
入

二
、
二
四
八
、
六
七
〇
、
九
二
〇

円

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
支
出

八
九
八
、
一
三
九
、
八
五
七

円

正
味
財
産

二
三
、
七
五
七
、
四
八
九
、
六
三
五

円

二

機
械
損
害
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
収
入

一
、
一
一
三
、
六
九
四
、
二
二
八

円

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
支
出

四
七
一
、
一
三
六
、
五
七
八

円

正
味
財
産

七
、
三
八
七
、
二
一
〇
、
六
五
〇

円

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
マ
ル
ミ
産
業

二

代
表
者
の
氏
名

三
上

静
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
六
〇
の
一
六
〇
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
三
四
三
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
九
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
七
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
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株
式
会
社
ま

ご
こ
ろ

五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
四
九

の
一
九

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

ま
ご
こ
ろ

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
藤
巻
四

七
八
の
一
七

��

･

�･

��
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号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
少
年
指
導
委
員
規
則(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
付
け
で
、
少
年
指
導
委
員
を
委
嘱
す
る

の
で
、
同
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
九
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育
機
関
と
し
て
、
次
の
と
お
り｢

マ
ル
エ
ス
自
工
株
式
会
社
青
森
モ
ー
タ
ー

ス
ク
ー
ル｣

を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

マ
ル
エ
ス
自
工
株
式
会
社
青
森
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

２

住
所

青
森
市
妙
見
一
丁
目
二
の
二

３

代
表
者
の
氏
名

新
戸
部

八
州
男

二

運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
名
称

マ
ル
エ
ス
自
工
株
式
会
社
青
森
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

三

運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
所
在
地

青
森
市
妙
見
一
丁
目
二
の
二

四

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
区
分

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
一
条
第
三
号
及
び
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
課
程

五

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
名
称

１

第
三
号
課
程

シ
ル
バ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
講
習

２

第
六
号
課
程

高
齢
者
更
新
時
同
等
講
習

六

認
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
五
日

青 森 県 報平成22年９月29日 水曜日 第3295号 �

氏

名

連

絡

先

活

動

区

域

島
村

隆

五
所
川
原
警
察
署

刑
事
生
活
安
全
課

(

電
話

����―
��―
��	�)

五
所
川
原
市
の
う
ち
、
五
所
川
原
駅
周
辺

(

大
町
、
旭
町
、
東
町
、
布
屋
町)

、
川

端
町
周
辺

(

川
端
町
、
本
町
、
寺
町
、
岩

木
町)

、
エ
ル
ム
周
辺(

唐
笠
柳
字
藤
巻
、

石
岡
字
藤
巻)

の
区
域

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


